
船舶事故調査報告書 

令和６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚（養殖施設） 

発生日時 令和５年４月２７日 ０７時０５分ごろ 

発生場所 宮城県石巻市田代島北東方沖 

 二鬼城
に ぎ し ろ

埼灯台から真方位０７９°１,４６０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°１８.８′ 東経１４１°２６.１′） 

事故の概要  漁船第三十八海援
かいえん

丸は、東南東進中、養殖施設に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年５月１０日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三十八海援丸、１９トン 

 ＯＮ２－１３４５（漁船登録番号）、三高水産株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定（令和５年４月１９日をもって失効中） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 機関部シャフトカバーに亀裂 

養殖施設 ロープの切損等 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか７人（日本国籍１人、インドネシア共和国籍６

人）が乗り組み、操業の目的で、岩手県陸前高田市東方沖に向け、宮

城県仙台塩釜港塩釜区を出港した。 

船長は、操舵室で単独で操船に当たり、田代島北方沖の予定変針場

所に到達した後、次の予定変針場所である牡鹿半島南端付近に向け、

航法操舵（ＧＰＳプロッター等に設定した目的地に向けて、風や潮流

の影響を補正しながら航行するもの）で航行を続けた。 

 船長は、田代島と牡鹿半島との間を東南東進中、自動操舵装置の中

立ダイヤルの設定を調整（船体の特性等により船が意図した方向に進

まない場合に行う調整）していたところ、船尾部から異音を聞き、速

力が低下したので周囲を確認し、本船が牡鹿半島の西側に設置された

養殖施設（以下「本件養殖施設」という。）に乗り揚げたことを知っ

た。 

 船長は、本船の損傷状況等を確認し、自力航行は不可能と判断し、

船舶所有者等に本事故の発生を連絡した。 

本船は、翌日、潜水業者によってプロペラに絡んだ本件養殖施設の

ロープが取り除かれた後、僚船により仙台塩釜港塩釜区にえい
．．

航され

た。 

船長は、本件養殖施設が牡鹿半島の西側に設置されていることを

知っていたが、自動操舵装置の中立ダイヤルの設定を調整することに



意識が向いて、周囲の見張りがおろそかになってしまったと本事故後

に思った。 

自動操舵装置の取扱説明書には、中立ダイヤルの設定を調整する際

の注意事項として次の記載がある。 

航行しながらの調整になりますので、船舶周辺および針路の監視を

十分におこなってください。 

本船には、ＧＰＳプロッターが搭載されていたが、避険線（障害物

等がある海域と安全な海域とを区別するために設定する線）を設定し

ていなかった。 

分析 本船は、東南東進中、船長が、自動操舵装置の中立ダイヤルの設定

を調整することに意識を向けて航行を続けたことから、本件養殖施設

に向かっていることに気付かず、本件養殖施設に乗り揚げたものと考

えられる。 

原因 本事故は、本船が東南東進中、船長が、自動操舵装置の中立ダイヤ

ルの設定を調整することに意識を向けて航行を続けたため、本件養殖

施設に向かっていることに気付かず、本件養殖施設に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、航海計器の操作にのみ意識を向けることなく、

常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 ・船長は、ＧＰＳプロッターに避険線を設定するなど、搭載する航

海計器を有効に活用すること。 

 ・船長は、受有する小型船舶操縦免許証の有効期間を確認し、更新

手続を確実に行うこと。 

 


